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はじめに

このたび、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする、「第２次府中

市子ども・子育て支援計画」を策定いたしました。

本計画は、児童福祉法や子ども・子育て支援法の改正などを踏まえて、市が取り組む

子ども・子育てに関する施策の体系及び基本的な方向性を示すとともに、子ども・子育

て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として策定したものです。

国においては、平成24年８月に成立した子ども・子育て関連３法に基づき、平成27年

４月に子ども・子育て支援新制度がスタートしました。この新制度に基づき、本市にお

いても「府中市子ども・子育て支援計画」（平成27年度から令和元年度まで）を策定し、

子育てに関する相談体制の充実、地域における子育て支援の拡充、保育施設整備、子ど

も医療費の全額助成など様々な施策を積極的に展開してきたところです。

昨今、少子化の進行や地域のつながりの希薄化、保護者の就労状況の変化など、子ど

も・子育てを取り巻く環境は変化し、育児の孤立化、保育需要の増加、児童虐待の増加、

子どもの貧困問題など様々な課題が生じております。

こうした課題を受け、本市では、一人ひとりの子どもを生まれる前から大切にし、子

どもが健やかに成長できる環境を確保するため、妊娠期からの切れ目のない相談支援、

待機児童対策、児童虐待の未然防止及び重篤化の防止、ひとり親家庭への支援、学童ク

ラブと放課後子ども教室の更なる連携の推進など、子ども・子育て支援施策を総合的か

つ計画的に進めてまいります。

本計画の策定に当たりまして、府中市子ども・子育て審議会委員の皆様には２年にわ

たり慎重にご審議をいただくとともに、市民の皆様には市民意向調査やパブリック・コ

メント手続を通じて多くのご意見をいただきました。改めまして感謝を申しあげますと

ともに、本計画を着実に推進するために、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願

いいたします。

府中市長　　高野　律雄

ひとみ輝け！府中の子どもたち

　心豊かな子どもがいきいきと育つまち
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はじめに

このたび、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする、「第２次府中
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本市では、平成27年度から令和元年度までの５年間を計画期間とす
る「府中市子ども・子育て支援計画」を策定し、質の高い幼児期の教
育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の充実を図って
きました。
この第１次計画期間中に、子ども・子育て支援法が改正されたほか、

平成29年６月に国の子育て安心プランが発表され、「待機児童の解
消」「女性の就業率の向上（M字カーブの解消）」「保育の受け皿の拡大
と質の確保、保育人材の確保」「保護者への寄り添う支援の普及促進」
「幼児教育の無償化」といった方向性が打ち出されました。
この第１次計画期間の満了を迎えるに当たり、これまでの計画の進

捗状況等を検証するとともに、国や都の指針や動向を踏まえて、令和
２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする「第２次府中市
子ども・子育て支援計画」を策定しました。

計画の策定に当たって

計画策定の背景

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。

計画期間

本計画は、市民意向調査の結果を受け、「府中市子ども・子育て審議会」からの答申を踏まえたうえで、パブリ
ック・コメント手続を実施し、策定しました。

計画の策定体制

〇子ども・子育て支援法第61条に
基づく「市町村子ども・子育て
支援事業計画」の位置付けを有
した計画

〇「第６次府中市総合計画」を上
位計画とした子ども・子育て支
援施策に関する行政分野計画

〇「府中市子どもの未来応援基本
方針」の方向性を反映する計画

計画の位置付け

平成
27年度 28年度 29年度 30年度

令和
元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

第１次計画期間 第２次計画期間

府中市（市民意向調査実施・計画案作成） パブリック・コメント手続 計画策定

府中市子ども・子育て審議会（審議）

諮問 答申

※委員20名。

はじめに

この冊子は、令和２年度から５年間の府中市の『子ども・子育て支援計画』です。

子育てで孤立している親をなくそう、悩んだとき相談できる相手がいない人もなくそうと、

子育て支援が始まって20年以上が経ちました。その間、府中市でもさまざまな支援活動を展

開してきました。その成果は、本計画書の各項目を見ていただければ実感されると思います。

まだまだ不十分な点はあると思いますが、一昔前に比べみなさんの子育てを応援するさまざま

な仕組みが格段に広がり深まっています。今期の計画でもその点をきっちり引き継ぎ、さらに

充実させていく予定です。

他方で、社会の変化がとても早くなっています。

いまみなさんが育てられているお子さん達が社会人になってこの日本を担う頃には、自動車

も自動運転が当たり前になっているでしょうし、介護ロボット、手術ロボットなども当たり前

になり、人間が苦労してやってきたかなりのことが人工知能付きの機械が肩代わりする社会に

なっていきます。

こうした時代をAI社会と呼ぶこともあります。AI社会では生活の便利さ、早さ、楽さはど

んどん進みますが、反面、人間がすることが限定されてくることをどう考えるかということが

問題になります。単純な仕事が次第になくなっていくことが失業につながらない保障も大事で

すし、そうしたシステムからはみ出てしまうことで貧困に陥らない保障をどうつくるかも課題

です。

夢も膨らむけれども、懸念も大きい。こうした時代をみなさんのお子さんは社会人として生

きていくわけです。そう考えると、点数と偏差値だけを追うような育児は有効性を減らしてい

くかもしれません。逆に身体を使うことが大好きで、人とかかわることも好き、何より自分で

考えることが大好きというタイプの子ども、そして自分の好きなことがしっかりあるという子

どもが、豊かな人生を送ることができる可能性が高くなるわけです。

これからの府中市での子ども・子育て支援は、そうした時代を生きる子どもたちの生き方そ

のものにつきささっていくような質が求められるでしょう。本計画が、そうした新たな時代の

府中市の子ども・子育て支援に向けた大事な一歩となることを願っています。

汐見　稔幸

新たな時代へ　大きな一歩を

踏み出す子ども達へ

府中市子ども・子育て審議会　会長
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子どもは、社会の希望であり、未来を創る存在です。子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一人ひと
りの子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、多様化する社会において、将来の担い手を育成するための
重要な未来への投資であり、社会全体で取り組むべき最重要課題です。
こうした大切な存在である子ども自身の最善の利益が実現される社会を目指すとの考えを基本に、子どもの視点
に立ち、一人ひとりの子どもの健やかな育ちが等しく保障されるよう、子ども・子育て支援施策を推進していくも
のとし、本計画の基本理念及び施策推進の「３つの視点」と施策の体系を次のとおり定めます。

計画の基本理念及び施策推進の「３つの視点」と施策の体系

基本理念

施策の体系

次代を担う子ども一人ひとりを

生まれる前から大切にするとともに、

子どもの意見を尊重し、その最善の利益を優先します

次代を担う子ども一人ひとりを

生まれる前から大切にするとともに、

子どもの意見を尊重し、その最善の利益を優先します

～ひとみ輝け！府中の子どもたち　心豊かな子どもがいきいきと育つまち～～ひとみ輝け！府中の子どもたち　心豊かな子どもがいきいきと育つまち～

子どもの幸せを第一に
考える視点

各子ども・子育て支援施策に
よる影響は子ども自身が最も大
きく受けることに十分に留意し、
子どもの幸せを第一に考え、子
どもの権利・利益が最大限に尊
重されるよう配慮していきます。
また、子どもは次代の親とな
るという認識の下に、豊かな人
間性を形成し、自立して家庭を
持つことができるよう、長期的
な視野に立った子どもの健全育
成のための取組を進めます。

1

全ての子育て家庭を
支援する視点

子育てと仕事の両立支援のみ
ならず、子育ての孤立化等の問
題も踏まえ、全ての子育て家庭
が安心して子育てができるよう
支援施策を推進します。
また、要支援・要保護児童へ
の対応など、特に配慮を必要と
する子どもや家庭への支援につ
いては、それぞれの子どもや家
庭が抱える背景の多様化等の状
況に応じたきめ細かな取組を進
めます。

2
地域や社会全体で

子ども・子育てを見守り、
育み、支える視点

子育ての第一義的責任は父母
その他の保護者にあるという基
本的認識を前提としつつ、子ど
もの健やかな成長のため、また、
保護者が安心して喜びを感じな
がら子育てができるよう、子ど
もの健やかな育ちと子育てを、
行政を始め地域や社会全体で見
守り、育み、支えていくことが
重要です。様々な担い手が参画、
協働して子ども・子育てを支援
する取組を進めます。

3
施策推進の「３つの視点」

基本理念

次代を担う子ども一人ひとりを生まれる前から大切にするとともに、
　　　　　　　　　　　　子どもの意見を尊重し、その最善の利益を優先します
～ひとみ輝け！府中の子どもたち　心豊かな子どもがいきいきと育つまち～

１．子どもの幸せを第一に考える視点
２．全ての子育て家庭を支援する視点
３．地域や社会全体で子ども・子育てを見守り、育み、支える視点

地域で安心して出産し、
子育てができる環境の整備

施策１ 情報提供・相談体制の充実
施策２ 地域における子育て支援
施策３ 母子保健の充実

施策推進の「３つの視点」

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
策
の
展
開

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の

「
量
の
見
込
み
」及
び「
確
保
方
策
」

基本目標1

質の高い幼児期の
教育・保育の提供

施策４ 質の高い幼児期の教育・保育の提供
施策５ 保育所等待機児童の解消
施策６ 多様な保育ニーズへの対応

基本目標2

ひとり親家庭への支援
施策７ ひとり親家庭の自立や就業への支援
施策８ ひとり親家庭の経済的負担の軽減

基本目標3

配慮が必要な子どもと家庭への支援
施策９ 児童虐待防止対策の推進
施策10 障害児施策との連携

基本目標4

青少年の健全育成
施策11 小学生の放課後の居場所づくり
施策12 青少年健全育成活動の推進

基本目標5

子育て家庭の経済的負担の軽減
施策13 生活に関わる経済的負担の軽減
施策14 幼児教育・保育に関わる経済的負担の軽減

基本目標6

教育・保育の提供区域の設定

「量の見込み」の算出

教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」
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～ひとみ輝け！府中の子どもたち　心豊かな子どもがいきいきと育つまち～～ひとみ輝け！府中の子どもたち　心豊かな子どもがいきいきと育つまち～
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が安心して子育てができるよう
支援施策を推進します。
また、要支援・要保護児童へ
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　　　　　　　　　　　　子どもの意見を尊重し、その最善の利益を優先します
～ひとみ輝け！府中の子どもたち　心豊かな子どもがいきいきと育つまち～

１．子どもの幸せを第一に考える視点
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込
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基 本 目 標 主 な 施 策
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〇核家族化や地域のつながりの希薄化
が進行

〇子育てに自信がもてなくなることが
ある保護者が約７割

〇地域での相談しやすい体制の構築と
アウトリーチによる見守りや相談が
必要

地域で安心して出産し、子育てができる環境の整備

情報提供・相談体制の充実

現状と課題（市民意向調査等）

出産や子育て支援に関する情報提供については、引き続き子育て
情報誌「子育てのたまて箱」や子育てサイト「ふわっと」などを活
用して、内容の充実を図ります。
相談体制の充実については、子ども家庭支援センター「たっち」
及び保健センター母子保健係を中心に、妊娠期から切れ目のない支
援を提供するほか、保育ニーズが多様化する中で、教育・保育事業
が円滑に利用できるよう、保育コンシェルジュによる相談支援を継
続します。また、地域子育て支援センター「はぐ」において、利用
者支援事業の充実を図り、地域で気軽に相談できる体制づくりに努
めます。

施策の方向性

基 本 目 標 1

施策１

主な事業 利用者支援事業、子どもと家庭の総合相談事業、子育て情報等推進事業

〇出生数は減少傾向

〇孤立した育児環境や望まない妊娠な
どの問題がある

〇妊娠中や出産前後においては、多く
の家庭が産後うつなど母親自身の健
康状態、子どもの発育や発達に対す
る不安や悩みなどを抱えている

〇産後うつなどがあった母親が約５割

母子保健の充実

現状と課題（市民意向調査等）

母子健康手帳交付時の面談や新生児訪問等の様々な機会を捉え、
不安や困り事、支援ニーズを把握し、それぞれの状況に応じた支援
やサービスにつなぐとともに、妊娠準備期における相談のほか、出
産前後の母親への支援の充実及び質の向上を図り、出産や育児に係
る母親の負担感の軽減を図っていきます。また、妊産婦健診や、全
ての子どもに対する各種健診、予防接種事業が円滑に行われるよう、
医療機関等との連携を強化して必要な情報を提供するとともに、継
続的なアプローチが求められる家庭に切れ目のない支援を行ってい
きます。各種教室については、参加者の意見等を参考に内容を充実
させていきます。

施策の方向性

施策３

主な事業
母子健康手帳交付事業、妊婦健康診査事業、新生児訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）、
妊産婦育児教室事業、定期予防接種事業、産前産後家庭サポート事業、産後ケア事業

〇共働き家庭の増加や少子高齢化の進
行により地域のつながりが希薄化

〇近所付き合いで個人的なことを相談
できる割合が１割未満

〇子育てに有効だと思う支援・対策の
１位が「地域における子育て支援の
充実」

〇子育てのネットワークづくりを進め
ていくことが重要

地域における子育て支援

現状と課題（市民意向調査等）

子育てひろばについては、在宅で子育てをしている保護者が、地
域で気軽に交流できる拠点として、市立保育所（基幹保育所）にお
ける地域子育て支援センター「はぐ」の整備を進めます。また、拠
点区域内の子育てひろばのニーズ量のバランスを取りながら、地域
子育て支援事業として文化センター等を活用した子育てひろばを実
施するほか、私立保育園の子育てひろばなどを計画的に実施してい
きます。一方、地域における子育てのネットワークづくりについて
は、自治会を始めとする地域ネットワークとの連携を図りつつ、地
域で子育てひろばや子ども食堂を実施している団体への支援を通し
て、市民との協働により推進します。

施策の方向性

施策２

主な事業 地域子育て支援事業、子育てひろば事業（地域子育て支援拠点事業）、地域子ども・子育て応援事業費補助金
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